
 

黒石市教育委員会事務局の組織等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布

する｡ 

 

令和４年３月３０日 

 

黒石市教育委員会教育長 山 内 孝 行    

 

黒石市教育委員会規則第３号 

 

黒石市教育委員会事務局の組織等に関する規則の一部を改正する規則 

 

第１条 黒石市教育委員会事務局の組織等に関する規則（平成３年黒石市教育委員会

規則第１号）の一部を次のように改正する。 

  第２条の表社会教育課の項中「図書館準備係」を「図書館係」に改める。 

  別表第１学校教育課の部総務係の項第１０号中「市立学校教育環境整備基金」を

「課が所管する基金」に改め、同表社会教育課の部地域支援係の項第６号を削り、

同項中第７号を第６号とし、第８号を第７号とし、第９号を第８号とし、同項第

１０号及び第１１号を削り、同項中第１２号を第９号とし、第１３号を第１０号と

し、第１４号を第１１号とし、同部図書館準備係の項を次のように改める。 

   図書館係 

    (1) 市立図書館の建設に関すること。 

    (2) 蔵書の管理に関すること。 

    (3) 図書館運営計画及び子ども読書活動推進計画に関すること。 

    (4) 読書活動の推進、図書団体及び図書ボランティアに関すること。 

    (5) 視聴覚教育に関すること。 

    (6) 図書館建設整備基金に関すること。 

第２条 黒石市教育委員会事務局の組織等に関する規則の一部を次のように改正する。 

  第１８条を第１９条とし、第１７条の次に次の１条を加える。 

  （司書） 

第１８条 課に必要に応じ司書を置く。 

２ 司書は、上司の命を受け、図書館奉仕に関する専門的事項の指導その他図書館

運営に関し必要な事務に従事する。 



 

  別表第１社会教育課の部図書館係の項第１号中「建設」を「管理運営」に改める。 

 

附 則 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、黒石市立

図書館条例（令和４年黒石市条例第３号）の施行の日から施行する。 

 

 


